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市 政 レ ポ ー ト  

 

こんにちは、いつもお世話になります。栗原おさむです。 

このたび栗原おさむは、平成 19年の初当選から２年６月が経過したことを

踏まえ、これまでの議会活動及び市政報告等を行うため市政報告・懇談会(タ

ウンミーティング)を開催しました。 

平成20年に市民プラザを会場に１回開催しましたが、今回は11月17日(火)

から 29日(日)まで地元山辺地区を７町内（借宿町・中川町・八幡町・朝倉町・

堀込町・西新井町）に分けミニ集会的に各会場を巡回、皆様のご意見をいた

だく時間を多く、議会・市政報告は短時間に設定しました。 

また、あらかじめテーマを２点（①ごみ袋有料制と環境問題について②議

員報酬と定数について）に絞り開催ＰＲを配布しました。 

 ご承知のとおり大豆生田市長の７０項目にわたるマニフェストの中にごみ

袋有料制廃止(無料化)が掲げられておりましたが、１２月議会において関係

条例改正案が提出されることから、あらかじめ市民の皆様のご意見をお伺い

し、判断の参考にさせていただこうとしたものです。 

(改正案) 指定袋４５リットル ６０円 ⇒１５円 

指定袋２０リットル ３０円 ⇒１０円 

指定袋１０リットル １５円 ⇒ ７円 

 どの会場でもほぼ同様なご意見が多く寄せられましたが、皆様の主なご意

見は次のとおりでした。 

○ せっかく分別が身に付き始めたのに元に戻りそう(40 代女性)。 

○ とにかくごみ袋が安くなることは良いことだ（60 代女性）。 

○ ごみが増えたらまた袋を値上げするのか(60 代男性)。 

○ 価格は今のまま収益がでたら基金にして今後の環境問題に使用するべき

だ(40 代男性)。 

○ もっと分別を徹底しなければＣＯ₂削減にはならない(40 代女性)。 

なお、市長は市民の皆様及び議会の意見を受け、無料化を撤回し価格の見

直しを図ることに公約を修正しておりますが、これに対するご意見はありま

せんでした。 

ごみ袋の価格引下げにつきましては、すでに新聞報道され周知の事実とな

っておりますが、私の意見はごみ分別の習慣が身に付くのにあわせて段階的

に値下げし最終的に無料とすべきと考えますが、今後、会派内で意見を調整

し、常任委員会、本会議での議論の上、議決することになります。 

また、議員報酬・定数につきましては、「寝ているような議員に税金を使う

べきではない。」「定年制はないのか。」「若い議員を育成しないと将来が心配

だ。」「矢祭町のように議員は日当制にすべきだ。」「大幅な定数削減を望む。」

と、どれも厳しいご意見でした。私の意見は議員報酬は市民の代表の方に決

めていただき、議員定数は次の選挙までに最低でも４人は削減すべきと考え

ますが今後 1 年の内に議員定数について議会内(議会改推進協議会)で検討し

ますのでその議論の場に皆様のご意見を反映させていきます。 

 
借宿町公民館(11/17) 

 

 
八幡町１丁目自治会館(11/19) 

 

 
朝倉町２丁目自治会館(11/20) 

 

 

西新井町自治会館(11/29) 

愛称：クリちゃん 

足足利利市市議議会会議議員員  

みみんんななでで創創ろろうう  みみんんななのの足足利利  
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栗原おさむは、政務調査及び資質向上のため先進地視察、各種研修会参加を行っています。 

その内容の一部については市政報告会でもご報告いたしましたが、改めて皆様にご報告いたします。 

◎デマンドバス(事前予約制乗り合いバス)に関する行政視察 

デマンドバスの導入について調査するため、すでに導入しているみど

り市・前橋市（７月３日)、藤岡市(８月５日)の実施状況について会派メ

ンバーで調査しました。 

現在の足利市では、公共交通機関として｢生活路線バス事業｣を実施し

ておりますが、３路線しかなく、路線による乗車数の偏りがあり特に「み

なみ号」の乗車率が悪い状況です。また、停留所数や設置位置の問題な

ど、各自治会等からの指摘や現実改善すべき点が多くあります。 

デマンドバスは、乗りたい人が希望時間に希望する場所まで事前予約

し、複数寄せられたデータをコンピュータで処理し運行するシステムで

す。すでに導入している各市では、費用対効果を考慮しそれぞれのシス

テムを構築しておりました。今後本市にとってもっとも効率的なシステ

ム導入に向け市当局に働きかけていきます。 

◎議会基本条例に関する行政視察・研修会参加 

市民と歩む協働型議会の実現の根拠となる「議会基本条例」について

調査するため、栃木市（７月１０日）、栗山町(７月１６日)の導入状況に

ついて会派メンバーで視察し、また、私個人では明治大学での研修会(７

月２５日)法政大学での研修会(７月２６日)に参加しました。 

一般的に議員と執行部の議論は行われていますが、本会議等で議員同

士の議論が行えないなど一般市民からの視点では不思議なルールがあり

ます。議会基本条例は、活発化しているとはいえない現在の議会運営を

活発にするための基本的な事項を定める条例です。何をするための議員

で、何をするための議員定数か、何のための議会運営なのかを根本から

考えるための仕組みを取り入れるため、本市議会にも議会基本条例設置

に向けた勉強会が設置されます。 

   
車両(ハイエース)購入約 200 万円 

  
車内モニター・司令室モニター 

 
みどり市｢電話でバス｣停留所 

 

 

 
栗山町役場前にて 

 
栗山町議会議員・事務局長さん 

見   る 市民の皆様がどのようなことで困っているのか、必ず現場を見に行きます。 

聞   く 市(行政)に対し、どのようなことで困っているのか、必ず要望を伺います。 

言   う 市(行政)の担当部署に必ず伝えます。 

答 え る 相談された方に担当部署と話し合った内容と結果を必ず答えます。 

 
栗原おさむ事務所 

〒326-0824 足利市八幡町１－２－８ 

TEL:0284-72-8292 FAX:0284-73-6681 

※お困り事や不都合な点などございましたら、お気軽にお申し付けください(^^)v  
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